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別記様式第５の１（第 26 条関係） 
 

地域活性化総合特別区域指定申請書 
 

平成２４年９月２８日 
 
内閣総理大臣 殿 
 

 
 

福岡県知事   小 川   洋   
 
 
 

 総合特別区域法第 31 条第 1 項の規定に基づき、地域活性化総合特別区域について指定

を申請します。本申請は、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、福岡市、

九州観光推進機構の共同提案申請です。 
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別記様式第５の１（第 26 条関係） 
 

地域活性化総合特別区域指定申請書 
 

平成２４年９月２８日 
 
内閣総理大臣 殿 
 

 
 
佐賀県知事   古 川   康   

 
 
 

 総合特別区域法第 31 条第 1 項の規定に基づき、地域活性化総合特別区域について指定

を申請します。本申請は、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、福岡市、

九州観光推進機構の共同提案申請です。 
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別記様式第５の１（第 26 条関係） 
 

地域活性化総合特別区域指定申請書 
 

平成２４年９月２８日 
 
内閣総理大臣 殿 
 

 
 

長崎県知事   中 村 法 道   
 
 
 

 総合特別区域法第 31 条第 1 項の規定に基づき、地域活性化総合特別区域について指定

を申請します。本申請は、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、福岡市、

九州観光推進機構の共同提案申請です。 
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別記様式第５の１（第 26 条関係） 
 

地域活性化総合特別区域指定申請書 
 

平成２４年９月２８日 
 
内閣総理大臣 殿 
 

 
 
熊本県知事     蒲 島 郁 夫   

 
 
 

 総合特別区域法第 31 条第 1 項の規定に基づき、地域活性化総合特別区域について指定

を申請します。本申請は、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県、福岡市、

九州観光推進機構の共同提案申請です。 
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別記様式第５の１（第 26 条関係） 
 

地域活性化総合特別区域指定申請書 
 

平成２４年９月２８日 
 
内閣総理大臣 殿 
 

 
 
大分県知事    広 瀬 勝 貞   

 
 
 

 総合特別区域法第 31 条第 1 項の規定に基づき、地域活性化総合特別区域について指定

を申請します。本申請は、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、福岡市、

九州観光推進機構の共同提案申請です。 
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別記様式第５の１（第 26 条関係） 
 

地域活性化総合特別区域指定申請書 
 

平成２４年９月２８日 
 
内閣総理大臣 殿 
 

 
 

宮崎県知事   河 野 俊 嗣   
 
 
 

 総合特別区域法第 31 条第 1 項の規定に基づき、地域活性化総合特別区域について指定

を申請します。本申請は、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、福岡市、

九州観光推進機構の共同提案申請です。 
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別記様式第５の１（第 26 条関係） 
 

地域活性化総合特別区域指定申請書 
 

平成２４年９月２８日 
 
内閣総理大臣 殿 
 

 
 
鹿児島県知事  伊 藤 祐一郎   

 
 
 

 総合特別区域法第 31 条第 1 項の規定に基づき、地域活性化総合特別区域について指定

を申請します。本申請は、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、福岡市、

九州観光推進機構の共同提案申請です。 
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別記様式第５の１（第 26 条関係） 
 

地域活性化総合特別区域指定申請書 
 

平成２４年９月２８日 
 
内閣総理大臣 殿 
 

 
 

福岡市長  髙 島 宗一郎   
 
 
 

 総合特別区域法第 31 条第 1 項の規定に基づき、地域活性化総合特別区域について指定

を申請します。本申請は、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、

九州観光推進機構の共同提案申請です。 
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様式第５の１（第 26 条関係） 
 

地域活性化総合特別区域指定申請書 
 

平成２４年９月２８日 
 
内閣総理大臣 殿 
 

 
 
九州観光推進機構 

会長 石 原   進   
 
 
 

 総合特別区域法第 31 条第 1 項の規定に基づき、地域活性化総合特別区域について指定

を申請します。本申請は、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、

福岡市の共同提案申請です。 
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◇指定を申請する地域活性化総合特別区域の名称 

 九州アジア観光アイランド総合特区 
 
① 指定申請に係る区域の範囲 

ⅰ）総合特区として見込む区域の範囲 

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県の全域（別添４のとおり） 
 
ⅱ）ⅰ）の区域のうち、個別の規制の特例措置等の適用を想定している区域 

なし 
 
ⅲ）区域設定の根拠 

  九州における訪日旅行者については、県境を越えた周遊型の観光が行われているとい

う実態がある。これら多様な資源を有する各県が機能的に連携・補完し合うことで、旅

行者の行動範囲の拡大や旅行ニーズの多様化へ対応した九州地域内におけるバラエティ

豊かな新しい観光（ニューツーリズム）を提供することが可能となる。 
さらに、九州においては日本に寄港する外国クルーズ船のほぼ半数が博多港・長崎港・

鹿児島港などに寄港しており、九州が外国クルーズ船寄港の一大拠点となっていること

から、九州７県を区域として設定する。 
 
 

 ② 指定申請に係る区域における地域の活性化に関する目標及びその達成のために取

り組むべき政策課題 

ⅰ）総合特区により実現を図る目標 

ア）定性的な目標 

  「観光アイランド・九州」として、成長するアジアマーケットの観光客を呼び込

み、観光需要の喚起、消費の拡大を通じて、地域経済の活性化を図り、ひいては観

光立国の推進、日本再生戦略の実現に貢献する。 

   

解説： アジアに最も近い九州は、古くからの交流の歴史を土台とした観光資源

に加え、温泉、自然、都市文化など日本の魅力が凝縮された観光アイラン

ドである。 

     これら九州の魅力ある観光資源を活用し、日常に近い形で往来する韓国

人、クルーズ市場拡大により増大する中国からのクルーズ客など、アジア

からの観光客を呼び込み、多様化するニーズに対応していく必要がある。 

クルーズをはじめ、アジアからの観光客誘致を推進することで、成長す

るアジアの活力を九州に取り込み、観光振興を通して九州地域経済の活性

化を図る。これにより観光立国の実現、日本再生戦略の実現に貢献する。 

 

 

イ）評価指標及び数値目標 

  評価指標①：アジアを中心とした九州への入国外国人数 

  数値目標①：72.5 万人（2011 年） → 411 万人（2016 年） 

  評価指標②：九州における年間観光消費額 

数値目標②：2.8 兆円（2009 年） → 4.2 兆円（2016 年） 

 評価指標③：九州への外国クルーズ客船の延べ寄港数・延べ寄港者数 





12 
 

が国における先進的なクルーズ船受入地区を目指す「クルーズアイラ

ンド九州」を推進するうえで、外国クルーズ客船の寄港増や大型化に

対する港でのオペレーション力の向上、観光地での外国語対応の充実、

ショッピング等魅力的な観光コンテンツの充実、寄港地・九州の多様

な魅力の発信が課題となっている。 

◇対象とする政策分野：ｏ）観光 

 

② 「ニューツーリズム」を拡大する。 

    

解説： 九州には九州の良さを歩いて味わう「九州オルレ」、キリスト教

関連遺産などの歴史・文化観光など韓国の人々に訴求する資源、医

療・健康をテーマとした観光など東アジアの人々に訴求する資源、

環境関連技術を活用したエコツーリズムなど地域に根ざした新た

な観光資源が数多く存在する。また、自然が豊かな地域においては

サーフィンなどのスポーツツーリズムに係る資源を有するほか、都

市部、とくに福岡市においては、アジア各国の女性から注目される

我が国のファッションを発信する取り組み（福岡アジアコレクショ

ン）や音楽、アート系イベントが官民の取り組みにより数多く実施

されており、地域的にも分野的にも幅広く、ニューツーリズム創出

の試みが行われている。また、九州は都市と自然がバランスよく広

がっており、これらを短時間で移動することが可能である。 

これら各地に存在する資源を繋ぐ新たなルートを構築すること

により、観光客を周遊させるとともに、複雑・多様化した観光客の

ニーズに応じた魅力のある観光を提供していくことが課題となっ

ている。 

 

◇対象とする政策分野：ｏ）観光 

 

・ 政策課題間の関係性 
      「観光アイランド九州」として、増加するアジアの海外観光需要を取り込む

ためには、九州への来訪に結び付けることとリピーター化を図ることが重要で

ある。アジアからの観光客誘致の促進やクルーズアイランド九州の推進といっ

た政策課題に取り組むことにより、九州への来訪を促進する。あわせて、ニュ

ーツーリズムの拡大に取り組むことで、魅力的で多様な観光メニューを創出・

提供し、リピーター化を目指す。 
 

イ）解決策 

＜① アジアからの観光客誘致を促進する＞に対する解決策 

 

＜解決策Ⅰ 官民協働によるプロモーションの推進＞ 

      国、自治体、民間をはじめ、海外とも連携したプロモーション活動を展

開することで、アジアにおける九州の認知度を高め、誘客に繋げていく。        

     

＜解決策Ⅱ アジアからの観光客の出入国の円滑化＞ 

マルチビザの九州への適用等により、アジアから日常的に九州を訪問で 
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＜＜アジアからの観光客誘致の促進事業＞＞ 

ア）事業内容 

アジアからの観光客誘致については、以下のような取り組みを進める（詳細は別

紙１のとおり）。 

１つは、ターゲットとする現地市場での九州プロモーション活動である。九州各

県と九州観光推進機構との連携・共同事業として、各国メディアや有力ブロガー等、

現地での観光情報の流通に影響力のある関係団体・関係者の招請、旅行会社の招請

を実施しているほか、各国で開催される旅行博覧会への出展、商談会の開催等具体

的な観光商品のセールスに資する取り組みも積極的に行っている。また、「ロハス九

州」ブランドの認知度向上や新たなブランドとして、韓国に多いトレッキング客の

誘致に向け、済州島の「オルレ」ブランドの九州版を立ち上げ、その展開を推進し

ている。 

２つめは、外国人観光客の満足度を高めるという点で重要な外国語対応の充実で

ある。空港や公共交通機関、観光施設や商業施設などにおける多言語化、民間企業

と協働したスマートフォンの活用による４カ国語対応の情報配信サービスを行うな

ど、案内表示等の多言語化を進めている。また、外国人向けマナーブックの作成、

翻訳サービスサイトの構築、医療通訳ボランティアの育成・活用等受入体制の充実・

高度化を図っている。 

３つめは、「快適な広域観光」を可能とする環境づくりである。九州は韓国や中国

等東アジアの観光客にとって、地理的に近いため気軽に訪れることができるという

メリットがあり、滞在日数をさらに延ばし、消費金額を増やすために、優れた観光

資源が集積・点在する九州を周遊するような広域観光を推進する仕組みを構築する。

九州全域をカバーし、どの県の観光施設であっても、案内、斡旋、予約等も可能な

「九州観光案内所」を駅や空港等に整備する支援を行っている。 

４つめは、海外から九州への移動手段の充実である。安価で九州を訪れることの

できる移動手段を備えるため、福岡県、長崎県ではＬＣＣの誘致を図っており、佐

賀県では、国際線専用施設の建設に着手している。また、九州は海路の利用も高く、

長崎県では、長崎上海間の航路と航空路を組み合わせた企画商品販売への支援や県

内周遊対策を行う等、国際航路の効果を地域内で活用する取り組みを行っている。 

このような取り組みに加え、外国人観光客が九州に足を運びやすくなる仕組みと

して、出入国の円滑化は必要不可欠である。ＣＩＱのさらなる迅速化や訪日ビザが

必要な国の旅行者に対する「個人観光数次査証制度の導入」により、旅行意欲を高

め、アジアからの観光客を誘致する。 

また、訪日外国人観光を取り巻く変化、クルーズやＬＣＣ等に代表される新たな

旅行移動手段の台頭、外国人旅行市場の変化（中国市場拡大、韓国、台湾市場にお

ける個人旅行への変化）に対応するために、新たに「特区ガイド養成支援」を実施

する。 

特区の区域内において、通訳案内士以外の研修を経た者（特区ガイド）を育成し、

有償ガイドとして旅行会社等に提供することで、九州で不足しているアジアからの

観光客に対する通訳案内士を補完し、きめ細かいニーズに対応することが可能とな

る。特区ガイドには留学生を活用することを想定しており、国の規制の特例措置と

して、留学の在留資格をもって在留する者の資格外活動時間の上限（週28時間以上、

長期休業期間にあるときは、１日について８時間以上）の緩和を図る。また、特区

ガイドの円滑な運用のためには、特別区域内での国における無資格ガイド行為の取

り締まり強化とともに、地域における通訳案内士及び特区ガイドの利用促進活動と、 
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体となった特区ガイドの創設において、クルーズ寄港に特化した特区ガイドの運用

を図る。 
クルーズの主目的であるショッピングにおいては、外国人が買い物しやすい環境

づくりを行う。外国人が利用しやすい決済システムの導入や物販スペースの設置、

商業施設と一体となった案内板の設置やマップ・ガイドブックの配付などの独自の

取り組みを行うとともに、当該自治体と民間事業者の関与のうえ、国の規制の特例

措置として、消費税免税商品の対象拡大や免税手続きの簡素化などを図りながら、

消費税免税の円滑化を図る。また、Duty Free Shop 設置に係る保税蔵置場の許可条

件の緩和を図りながら、市中における Duty Free Shop の設置と運営を図る。加えて、

公衆無線ＬＡＮ設置に伴う主任電気通信技術者の要件の緩和を図りながら、外国人

の情報手段である Wi-Fi エリア拡大・普及を図る。 
さらには、九州へのさらなる寄港を促進するため、都市や自然、歴史文化など寄

港地によって異なる九州の魅力を充実させるとともに、アジアクルーズコンベンシ

ョン等においてクルーズ寄港地の魅力を九州が一体となってクルーズ会社や旅行代

理店をはじめとした関係各社等に多角的に発信し、持続可能な寄港のためのプロモ

ーションを実施する。 
 

イ）想定している事業実施主体 

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、福岡市、 
九州観光推進機構 

 
※上記のほか、免税商品の販売事業者、公衆無線 LAN を設置する事業者、団体バス

ツアーを催行する旅行業者も参画予定である。  
 

ウ）当該事業の先駆性 

東アジアクルーズの受入は九州に始まり、中国人クルーズ客のニーズを踏まえな

がら、全国に先駆けて対策を充実させてきた。当該事業では、クルーズ観光対応の

特殊性（大型船への対応、大量の観光バス・観光客への対応、短い滞在時間への対

応等）に着目して、全国のモデルとなるべく取り組むものである。 
 

エ）関係者の合意の状況 

実施主体である九州７県、福岡市、九州観光推進機構により、総合特区に係る関

係者協議を実施（2012 年 5 月 18 日、7 月 18 日、8 月 27 日）。事業実施を上記主体

で実施することに対して合意を得ている。 
また、関係する民間事業者等と定例的に協議しており、その対応策についても合

意している。 
 

オ）その他当該事業の熟度を示す事項 

九州では、東アジアクルーズを５年間継続して寄港受入している。この間、クル

ーズ船社の要望やクルーズ客のニーズをきちんと踏まえながら、毎年、計画的に改

善策や新規策に取り組んでいる。博多港においては、外国クルーズ客船受入のため

の整備事業（中央ふ頭や箱崎ふ頭の係留施設設備、観光バスの駐機場の整備、既存

の国際ターミナルでの入国審査スペースの拡張、ウェルカムゲートの設置・運営等）

を行ってきている他、官民連携により、観光地や商業施設での受入環境づくり事業

（外国語表記、ガイドの育成・充実、両替カウンターやカード決済端末の導入、Wi-Fi 



















別添４ 指定申請書の区域に含まれる行政区画を表示した図面 

区域の範囲：九州全域（九州各県の行政界と一致）  
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地域活性化総合特別区域の指定申請に伴う新たな規制の特例措置等の提案書 

 

平成２４年９月２８日 

 

内閣総理大臣 殿 

 

 

 

福岡県知事   小 川   洋   

 

 

 

 総合特別区域法第 33 条第 1 項の規定に基づき、地域活性化総合特別区域の指定申請に伴

い、新たな規制の特例措置その他の特別の措置として、別紙提案書の通り提案します。 

本提案は、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、福岡市の共同提案で

す。 
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地域活性化総合特別区域の指定申請に伴う新たな規制の特例措置等の提案書 

 

平成２４年９月２８日 

 

内閣総理大臣 殿 

 

 

 

佐賀県知事   古 川   康   

 

 

 

 総合特別区域法第 33 条第 1 項の規定に基づき、地域活性化総合特別区域の指定申請に伴

い、新たな規制の特例措置その他の特別の措置として、別紙提案書の通り提案します。 

本提案は、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、福岡市の共同提案で

す。 
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地域活性化総合特別区域の指定申請に伴う新たな規制の特例措置等の提案書 

 

平成２４年９月２８日 

 

内閣総理大臣 殿 

 

 

 

長崎県知事   中 村 法 道   

 

 

 

 総合特別区域法第 33 条第 1 項の規定に基づき、地域活性化総合特別区域の指定申請に伴

い、新たな規制の特例措置その他の特別の措置として、別紙提案書の通り提案します。 

本提案は、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、福岡市の共同提案で

す。 

 

  



4 
 

 

地域活性化総合特別区域の指定申請に伴う新たな規制の特例措置等の提案書 

 

平成２４年９月２８日 

 

内閣総理大臣 殿 

 

 

 

熊本県知事     蒲 島 郁 夫   

 

 

 

 総合特別区域法第 33 条第 1 項の規定に基づき、地域活性化総合特別区域の指定申請に伴

い、新たな規制の特例措置その他の特別の措置として、別紙提案書の通り提案します。 

本提案は、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県、福岡市の共同提案で

す。 
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地域活性化総合特別区域の指定申請に伴う新たな規制の特例措置等の提案書 

 

平成２４年９月２８日 

 

内閣総理大臣 殿 

 

 

 

大分県知事    広 瀬 勝 貞   

 

 

 

 総合特別区域法第 33 条第 1 項の規定に基づき、地域活性化総合特別区域の指定申請に伴

い、新たな規制の特例措置その他の特別の措置として、別紙提案書の通り提案します。 

本提案は、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、福岡市の共同提案で

す。 
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地域活性化総合特別区域の指定申請に伴う新たな規制の特例措置等の提案書 

 

平成２４年９月２８日 

 

内閣総理大臣 殿 

 

 

 

宮崎県知事   河 野 俊 嗣   

 

 

 

 総合特別区域法第 33 条第 1 項の規定に基づき、地域活性化総合特別区域の指定申請に伴

い、新たな規制の特例措置その他の特別の措置として、別紙提案書の通り提案します。 

本提案は、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県、福岡市の共同提案で

す。 
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地域活性化総合特別区域の指定申請に伴う新たな規制の特例措置等の提案書 

 

平成２４年９月２８日 

 

内閣総理大臣 殿 

 

 

 

鹿児島県知事  伊 藤 祐一郎   

 

 

 

 総合特別区域法第 33 条第 1 項の規定に基づき、地域活性化総合特別区域の指定申請に伴

い、新たな規制の特例措置その他の特別の措置として、別紙提案書の通り提案します。 

本提案は、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、福岡市の共同提案です。 
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地域活性化総合特別区域の指定申請に伴う新たな規制の特例措置等の提案書 

 

平成２４年９月２８日 

 

内閣総理大臣 殿 

 

 

 

福岡市長  髙 島 宗一郎   

 

 

 

 総合特別区域法第 33 条第 1 項の規定に基づき、地域活性化総合特別区域の指定申請に伴

い、新たな規制の特例措置その他の特別の措置として、別紙提案書の通り提案します。 

本提案は、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県の共同提案で

す。 

 

 

 

  





別添６　　規制の特例措置等の提案書

政策課題 解決策
規制
制度

税制 財政 金融
警
察
庁

金
融
庁

消
費
者
庁

総
務
省

法
務
省

外
務
省

財
務
省

文
部
科
学
省

厚
生
労
働
省

農
林
水
産
省

経
済
産
業
省

国
土
交
通
省

環
境
省

防
衛
省

公
正
取
引
委
員
会

内
閣
府
・
内
閣
官
房

個人観光数次査証制
度の導入

ビザの発給にはかなりの時
間を要するため、有効期間
内であれば何度も訪問が可
能なマルチビザの発給を求
める声が高い。
現状では中国人観光客への
マルチビザの発給は沖縄及
び東北に限定されている。

九州へ観光で訪れる中国人
にマルチビザを発給する。

中国人観光客の大半を占め
るクルーズ客のさらなる増加
などにより九州への観光を
促進する。 アジアからの観光客誘致を推進す

る
アジアからの観光客の出入国の
円滑化

出入国管理及び難民認定法
第６条第１項

○ ○

特区ガイド養成支援
事業

現行では、報酬を得て通訳
案内を行う場合は、通訳案
内の登録が必要である。
しかし、地域や言語偏在が
あり、九州で特に需要の大
きい「韓国語」「中国語」の通
訳案内士の数が不足してお
り、十分な対応ができていな
い。

九州各県、福岡市、九州観
光推進機構が実施する特区
ガイド研修を修了した者が、
九州地域内において、報酬
を得て通訳案内をすることが
できるものとする。あわせ
て、特区ガイドの利用促進を
図るため、特区ガイドと利用
者（旅行会社等）をマッチン
グするシステムを構築し運
用する

特区ガイドの活用により、九
州で特に需要の大きい「韓
国語」「中国語」の通訳案内
士の不足を解消し、外国人
観光客のニーズに対応した
質の高い観光を提供するこ
とが可能となる。

アジアからの観光客誘致を推進す
る

外国語対応の充実

通訳案内士法第３６条

○ ○ 1 ○

資格外活動許可要件
緩和

留学生等の在留資格では、
労働基準法第３２条第１項に
定める労働時間の上限であ
る週４０時間の７割にあたる
週２８時間の包括許可が認
められているが、３日以上の
九州を周遊する場合など上
限を超える恐れがある。

本来の活動を阻害しないか
どうか等を個別に審査・判断
し週２８時間以上就労するこ
とが認められることはあると
聞いているが、基準が明確
でない。
ガイド従事希望者に不利益
が生じないようあらかじめ対
処措置を講じたい。

出入国管理及び難民認定法
施行規則第１９条第５項の
「１週について２８時間以内
（留学の在留資格をもつて在
留する者については、在籍
する教育機関が学則で定め
る長期休業期間にあるとき
は、１日について８時間以
内）」を規制緩和し、特定の
期間に限り、特区ガイド従事
者の活動時間の上限を緩和
する。
学業に支障のない範囲、労
働基準法の労働時間の上限
など、各種要因をふまえ協
議のうえ、新たに上限時間を
設定したい。

クルーズ船の寄港状況や
LCCの活発な動きをみても、
多くの特区ガイドを早急に育
成する必要がある。
2012年のクルーズ船の寄港
計画は、過去最高の寄港回
数を予定しており、今後も寄
港回数の増加や大型クルー
ズ船の寄港が見込まれるも
増えることから、一度に大人
数の中国人観光客を受け入
れる体制整備が求められ
る。
早急に育成するために、日
本人のみならず語学に堪能
な留学生を活用する。（福岡
県や大分県は全国的にも留
学生が多い。）く、地域の人
材を活用すると共に、通訳ガ
イドとしての早急な育成が可
能である。

アジアからの観光客誘致を推進す
る

外国語対応の充実

出入国管理及び難民認定法
施行規則第１９条第５項

○ ○

無資格ガイド行為取
締強化

現行の通訳案内士制度にお
いても、無資格ガイド対策が
課題である。「特区ガイド」と
いう新たな仕組みを構築し
定着させるためには対策を
講じる必要がある。

国が主体となって、無資格ガ
イド行為の取り締まりを強化
する制度を創設し、総合特
別区域の地域で試験的に実
施。
無資格ガイドを取り締まりを
強化し、通訳案内士や特区
ガイドなど有資格ガイドが活
躍しやすい環境を整備する。

訪日外客の満足度向上と、
通訳ガイドの正しい知識や
あり方を定着させることで、
地域全体の観光に対しての
意識も変化する。 アジアからの観光客誘致を推進す

る
外国語対応の充実 － ○ 2 ○

クルーズ客船受入の
ためのターミナル施
設等整備事業

東アジアにおけるクルーズ
市場の拡大に伴い、外国ク
ルーズ客船の寄港回数が増
加するとともに、クルーズ船
の大型化が一層加速してお
り、これらに対応した受入環
境の充実・強化が必要であ
る。

クルーズ客船の寄港回数の
増加や大型化に対応した岸
壁、ターミナル等の整備を行
うための国の財政支援を求
めるもの。

急速に拡大するクルーズ需
要に対応した受入環境の充
実・強化を図ることで、外国
クルーズ客船の寄港を定着
させ、クルーズアイランド九
州として、我が国における先
進的なクルーズ客船の受入
拠点とする。

クルーズアイランド九州を推進す
る。

港の利便性の向上 ○ 3 ○

提案団体名：

政策課題・解決策との関係

提案理由改善提案の具体的内容
現行の規制・制度の概要と
問題点

提案事項名

提案事項管理
番号
※ 事務局入
力欄

区分　（※１）

根拠法令等

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、福岡市、九州観光推進機

優先
提案

（※３）

現行の規制・制度の所管・関係官庁(該当に○を記載）

別添11
事業番号

（※２）



別添６　　規制の特例措置等の提案書
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提案団体名：

政策課題・解決策との関係

提案理由改善提案の具体的内容
現行の規制・制度の概要と
問題点

提案事項名

提案事項管理
番号
※ 事務局入
力欄

区分　（※１）

根拠法令等

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、福岡市、九州観光推進機

優先
提案

（※３）

現行の規制・制度の所管・関係官庁(該当に○を記載）

別添11
事業番号

（※２）

消費税免税対象商品
の拡大及び手続きの
簡素化

外国人観光客にお土産とし
て人気の高い化粧品などの
商品が免税の対象となって
いない。
また、店頭での免税手続き
（パスポート等を提示し、購
入者誓約書に記載し、提出）
が煩雑である。
このため効果的に買い物が
できず、購買に繋がっていな
い。

医薬品、化粧品、酒類等、現
在消費税免税の対象外と
なっているもののうち、外国
人観光客のニーズの高い化
粧品を免税対象とする。
また、申請書類や確認書類
の簡素化等を行う。

購入率の高い商品への免税
措置を求める観光客のニー
ズへの対応によって、消費
の拡大が見込まれる。

クルーズアイランド九州を推進す
る。

買い物しやすい環境づくり

消費税法施行令第１８条、
消費税法施行規則第６～１
０条、
消費税法基本通達８－１－
７

○ ○

専門店での共同販売
所の設置

納税主体ごとの許可のた
め、クローズドモール（一つ
の建物内に複数の店舗（別
事業者）が入居している
ショッピングセンター）の場
合、テナント毎の許可が必要
であり、外国人観光客の負
担となっているとともに、店
舗側も対応ができず商機を
逸している。

商店街や専門店ビルなどに
おいて、異なる納税店舗の
商品を一括して販売し、（輸
出物品販売上の許可を納税
主体ごと（テナントごと）から
売り場一体とみなす）免税手
続きができる「免税商品共同
販売所」の設置を可能とす
る。

共同販売所の設置により、
ワンストップでの手続きを可
能とし、外国人観光客及び
店舗側の負担を軽減して消
費効果を高める。

クルーズアイランド九州を推進す
る。

買い物しやすい環境づくり

消費税法第８条、
消費税法施行令第１８条、
消費税法施行規則第６～１
０条

○ ○

空港、港以外への免
税店（Duty Free)の設
置

物品管理の観点から紛失な
どが懸念される空港外免税
店は「 保税蔵置場」に適しな
いとされる。

空港や港以外に免税店を設
置して、外国から着いた外国
貨物を関税や国内税を保留
したまま出国者向けに販売
できるようにする。

ショッピングの魅力向上を図
り、観光客の増加、観光収
入の増大を図る。

クルーズアイランド九州を推進す
る。

買い物しやすい環境づくり

関税法第４３条第９号、
関税法基本通達４２－１、４
２－１５、４３－１

○ ○

公衆無線LAN（Wi-Fi)
の設置要件緩和

商店街や百貨店など、また
まった一定のスペースに公
衆無線ＬＡＮによるサービス
を提供する場合、自ら事業
者となって設置する際には
電気通信事業者としての登
録が必要であると共に、電
金通信主任技術者を置かな
ければならず、事業者にとっ
て負担となっており、Wi-Fi空
間が広がっていない。
なお、通信事業者と連携す
ることによりサービスの提供
は可能であるが、キャリヤや
提供するコンテンツに制限が
あり、必ずしも事業者が望む
内容とはなっていない。

公衆無線LANを店舗自らが
設置するために必要となる
電気通信事業者としての届
け出を簡素化するとともに、
電気通信主任技術者の選任
の要件を緩和する。

公衆無線ＬＡＮサービスの提
供事業者を拡大し、外国人
観光客の主たる情報源と
なっているＷｉ－Ｆｉの普及を
促進する。

クルーズアイランド九州を推進す
る。

買い物しやすい環境づくり

電気通信事業法１６条、４５
条

○ ○

第三種旅行業者の企
画旅行催行区域要件
緩和

第三種旅行業者も一定の条
件の下で募集型企画旅行を
行えるようになったが、催行
可能な地域は、本社及び営
業所が所在する市町村とそ
の隣接する市町村及び国土
交通大臣の定める区域に限
定されており、旅行者が利用
しにくい状況となっている。

体験型プログラムなどの着
地型観光に参加するために
は、その募集地域までは旅
行者が自力で移動しなけれ
ばならないことが障壁とな
り、主要駅などと隣接してい
ない地域では利用されにく
い。
また、第二種旅行業者では
対応が可能となっているが、
観光案内所など、資産要件
等がネックとなり第二種に移
行できない事業者もある。

第三種旅行業者が企画する
募集型企画旅行に参加する
ため、隣接地域以外からの
移動手段も含めた旅行商品
提案を行えるようにする。

九州は、交通アクセスが便
利な観光地が選ばれる傾向
が強く、その地域までは旅行
者が自力で移動しなければ
ならないことが障壁となって
いる。
主要駅などと隣接していない
地域では利用されにくい。
一部の観光案内所など、資
産要件等がネックとなり第二
種に移行できない業者も多
い。
体験型等の旅行ニーズが高
まっており、多様な旅行商品
の造成が希望される。

隣接地域以外からの移送手
段を含めた旅行商品の企画
募集を可能とすることによ
り、地域資源を活かした着地
型観光への参加者が促進さ
れる。

ニューツーリズムを拡大する ニューツーリズムの創出

旅行業法施行規則第１条の
２

○ ○

※１．「区分」欄には、該当する区分に「○」を記載してください。（複数記入可。）
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